
【お問い合わせ】
恩納村文化情報センター　

〒904-0415 恩納村字仲泊 1656 番地 8
℡：098-982-5432【HP】 http://www.onna-culture.jp

【 休  館  日】18日、25日● センターに関する情報は、ホームページで確認できます。
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２月の
おすすめ本

イベント終了報告

　寒さが厳しくなるこの時期、体調
を整えて病気に負けない健康な身体
づくりを目指していきませんか。

『身近な感染症こわい感染症』
 竹田美文∥監修

『病気と不調を自分で治す！家庭おく
すり大事典』 主婦の友社∥編

『オトナ女子のための “ホッ” と冷え
とり手帖 体をあたためるコトこそ、
美への近道』 渡邉　賀子∥著

　一緒に掛け声や歌を歌ったりと楽しん
でいる様子が見られ、クリスマスのクイ
ズにも元気に参加してくれました。

　リコーダーアンサンブルやバンドによるクリスマ
スの曲の演奏や絵本の読み聞かせを行いました。赤
ちゃんから大人まで幅広い年齢の方が来館しており、
演奏に集中して楽しんでいる様子が見られました。

あわせて読みたい本
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　恩納村文化情報センターでは年に一
度、所蔵する図書の点検やレイアウト
の変更など、開館中にできない大がか
りな館内整備作業を集中的に行います。
それに伴い、下記の期間を休館とさせ
ていただきます。皆様には大変ご迷惑
をおかけすることになりますが、当セ
ンターのサービスを円滑に提供するた
めに必要な期間ですので、何卒ご理解
くださいますようお願いいたします。

【特別資料整理期間】
2 月 1 日 ( 金 ) ～ 2 月 13 日 ( 水 )
※観光情報フロア・展望室は利用できます。

　読書通帳が昨年の 12 月から始まっています。読
書通帳とは、貸出した本のタイトルや著者名、価格
を記録できる通帳で、県内図書館では初となるサー
ビスです。村内在住・在勤で黄色いカードをお持ち
の方は、カウンターで受付をし、読書通帳を受け取
ることができます。1 月 9 日現在、200 人以の方が
読書通帳を受け取り、利用してくださっています。

　文化情報センターと博物館を結ぶ連絡通路（２階）、３階展望
室に展示する作品を募集しています。現在、県内在住のアマチュ
アカメラマン当真嗣和氏の作品を展示しています。恩納村やその
他県内の美しい風景をお楽しみください。展示に関するお問い合
わせは、カウンターまたはお電話にて受け付けています。

２月１日～２月13日
【特別資料整理日】

特別資料整理に伴う
休館のお知らせ

展示作品募集中

クリスマスコンサート
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クリスマスのおはなし会クリスマスのおはなし会

読書通帳始まりました

ご参加ありがとうございました。dd

生涯学習講座「生きいき女性教室」受講者募集生涯学習講座「生きいき女性教室」受講者募集
　【色彩心理学講座】
　お仕事や子育て真っ最中の方、家族や地域のために頑張っている方、毎日忙しくしているすべて
の女性の皆さんへ。驚きいっぱいの楽しい心理学です。色の持つ意味を知り、自分の心にもゆとり
と彩りを添えましょう。

日　時：２月１９日（火）
 19：00 ～ 21：00
場　所：恩納村ふれあい体験学習センター
対　象：村内在住または在職の女性
定　員：20 名
 （定員に達し次第締め切ります）
参加費：無料
講　師：我那覇奈緒（色の専門家）

日　時：2 月 14 日（木）
 10：00 ～ 12：00
場　所：恩納村子育て支援センター
対　象：村内在住または在職の保護者と乳幼児
定　員：親子 15 組
 （定員に達し次第締め切ります）
参加費：無料
講　師：我那覇奈緒（色の専門家）

お申し込み・お問い合わせ ：社会教育課　☎９６６－１２１０（比嘉・安永）

緑の募金にご協力ください緑の募金にご協力ください
　緑の募金はきれいな水や土、空気を育む森林づく
りや、学校・公園など身近な場所に木や花を植える
緑化活動を支援することで、快適で潤いのあるちゅ
ら島づくりに貢献します。
　皆様の温かいご支援をお願いします。

募金期間　２月１日 ( 金 ) ～２月 28 日 ( 木 )
一世帯あたりの募金目標額 200 円
恩納村の募金目標額 561,000 円

お問い合わせ：県緑化推進委員会恩納支部
( 役場農林水産課内 )　☎９６６－１２０２

冨着公民館が新しくなりました！！冨着公民館が新しくなりました！！
　築 50 年以上が経過し、老朽化が著しかった冨着公民館の
建替工事が完了し、新たな施設での利用が行われています。
冨着公民館は、恩納村特定防衛施設周辺整備調整交付金事
業基金を活用して建設されました。地域行事や伝統芸能等
を通して区民が交流を深め、楽しく生きがいのある地域づ
くりを形成するため、利用者が安心・安全に利用できる施
設として活用されています。

農地を相続したら
農業委員会へ届出を !!
農地を相続したら
農業委員会へ届出を !!

　相続、遺産分割、包括遺贈、特定遺贈（相
続人に対する）による権利取得について
は、農地法の許可は不要ですが、農業委
員会に届出の必要があります。（農地法
第３条の３）
　名義変更の登記
後で構いませんの
で、お忘れないよ
うお願いします。

お問い合わせ：
農業委員会　☎９６６－１２０４

色を通して自分の心を見つめる
わたしのための色彩心理学

もっと子どもの気持ちを知りたい！
親と子の色彩心理学

■平成 30 年の募金額（村内）……561,480 円
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